
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　職員の分限処分及び懲戒処分の状況

　職員は身分を保障されていますが、一定の事由があれば、分限処分や懲戒処分により職を失ったり、降任
されたり、給料を減額されたりします。
　分限処分とは公務の能率の維持のために行う処分であり、懲戒処分とは公務員としてふさわしくない非行
があった場合に公務員関係の秩序を維持するために行う処分です。

①分限処分者　　 合計 19 人（令和4年度）

（注）　（　　）内は令和3年度の状況

②懲戒処分者 合計 0 人（令和4年度）

（注）　（　　）内は令和3年度の状況
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